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11

外国人高齢者福祉手当の支給 要件に該当する外国人の高齢者に、福祉手当を支給します。 11

高齢者団体の認定
市の施設利用料の減免を受けるために必要な高齢者 
団体の認定をします。

11

ふれあい交流センター
高齢者の生きがいづくりや健康増進、地域の子育て支援
等、高齢者と子どもの世代を超えた交流の場として利用
できる施設です。

12
32

2. 在宅福祉･介護予防
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13
31

浜松市在宅医療・介護連携相談センター
（在宅連携センター　つむぎ）

医療･介護･福祉関係者などの相談窓口です。 13

成年後見制度利用相談 高齢者が円滑に成年後見制度の利用ができるよう支援します。 13
高齢者虐待に関する相談 高齢者虐待に関する相談窓口です。 14

元気はつらつ教室
ふれあい交流センター等において、体操･レクリエーション
等のプログラムを提供し、家での閉じこもりを防ぎます。

14

災害時避難行動要支援者名簿への登録 災害時に避難困難な方の情報を避難支援者に提供します。 14

ロコモーショントレーニング事業
「開眼片足立ち」や「スクワット」などの簡単な運動を毎日
続けるための支援をします。

15

はままつあんしんネットワーク 高齢者の異変を発見した場合の通報を受け付けます。 15
あんしん情報キットの配布 かかりつけ医や緊急連絡先等を記入するキットを配布します。 15

人生会議手帳
もしもの時に自らが希望する医療やケアを受けるために 
前もって考え、話し合うきっかけとなるツールを配布します。

15

オレンジシール･オレンジメール
（徘徊高齢者早期発見事業）

ひとり歩き（徘徊）のおそれのある高齢者等を見守り支援
していく事業です。

16



認知症カフェ
認知症の人やその家族、地域住民等、誰もが気軽に集え
る場です。

16

認知症高齢者等に優しいお店･事業
所認定事業

認知症高齢者等に優しい応対や声掛けを実践しているな
どの認定要件を満たすお店や事業所を浜松市が認証し
ています。

16

認知症に関する相談 認知症に関する相談窓口です。 17
認知症サポーター養成講座 認知症サポーターを養成する講師を派遣します。 17
配食サービス 心身機能の状況に応じて、食事を配送します。 17

緊急通報システムの貸与
持病等により、健康上の不安を持つ人等に緊急通報シス
テム機器を貸与します。

18

税の優遇措置を受けるための認定書の交付 税金軽減のための認定書を交付します。 18
高齢者あんしん一時宿泊事業
（短期宿泊事業）

短期間、養護老人ホーム等に一時的に宿泊していただき
日常生活の支援をします。

18

軽度生活援助員の派遣 軽易な日常生活上の援助をします。 19
紙おむつ等の支給
（高齢者介護用品支給事業）

紙おむつ等の介護用品を支給します。 19

高齢者住宅改造費の補助 高齢者のために住宅を改造する費用の一部を補助します。 20
住民主体サービスに対する補助 住民主体によるサービスに対する活動費の一部を補助します。 20

3. その他の相談窓口
総合相談
【（福）浜松市社会福祉協議会】

日常生活のあらゆる相談に応じています。 21

4. 高齢者のための入所施設等

養護老人ホーム
65歳以上で、経済的理由等から在宅での生活が困難な人
のための施設です。

22

軽費老人ホーム[A型・ケアハウス]
60歳以上で、独立した生活に不安があり、家族の援助を
受けるのが困難な人のための施設です。

22

生活支援ハウス
おおむね60歳以上で、独立した生活に不安があり、家族の
援助を受けるのが困難な人が短期間生活する施設です。

22

有料老人ホーム 高齢者に対し食事や介護等を提供する、民間の入居施設です。 24

サービス付き高齢者向け住宅
高齢者に配慮された設備やサービスを提供する、高齢者
向けの民間賃貸住宅です。

25

特別養護老人ホーム
要介護者を入居させ、介護や日常生活上の支援を行う 
施設です。

26

認知症高齢者グループホーム
認知症の高齢者が共同生活をしながら、介護等を受ける
住居です。

28

介護老人保健施設
要介護者を入居させ、在宅復帰できるようにリハビリテー
ションを中心としたケアを行う施設です。

30

介護医療院
長期療養を必要とする要介護者を入所させ、療養上の 
管理･看護･医学的管理の下での介護を行う施設です。

30

地域包括支援センター（高齢者相談センター）....................................................................................... 31

ふれあい交流センター........................................................................................................................... 32

お問い合わせ先..................................................................................................................................... 33



高齢者人口と高齢化率の推移と推計
　浜松市では、急速な勢いで高齢者人口が伸びており、高齢化率は28パーセントを越えています。
市内に住む4人に1人が 65 歳以上となっている浜松市では、地域で共に支え合い、安心していき
いきと暮らすことのできるまちを目指し施策・事業に取り組んでいます。

浜松市における世帯区分別高齢者の推移

浜松市 H28
（2016）

H29
（2017）

H30
（2018）

R1
（2019）

R2
（2020）

R3
（2021）

子らとの同居世帯
93,997 人
（44.4%）

95,915 人
（44.5%）

94,293 人
（43.2%）

92,586 人
（42.1％）

91,095 人
（41.0％）

89,594 人
（40.0％）

ひとり暮らし世帯
43,450 人
（20.5%）

45,260 人
（21.0%）

47,203 人
（21.6%）

48,942 人
（22.3％）

50,894 人
（22.9％）

52,514 人
（23.4％）

高齢者世帯
74,481 人
（35.1%）

74,346 人
（34.5%）

76,691 人
（35.1%）

78,285 人
（35.6％）

80,349 人
（36.1％）

81,908 人
（36.6％）

計 211,928人 215,521人 218,187人 219,813人 222,338人 224,016人

各年 10月1日現在住民基本台帳数値

平成28年（2016年）
子らとの
同居世帯
44.4%高齢者世帯

35.1%

ひとり暮らし世帯
20.5%

令和3年（2021年）
子らとの
同居世帯
40.0%高齢者世帯

36.6%

ひとり暮らし世帯
23.4%
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浜松市
H29

(2017)
H30

(2018)
R1

(2019)
R2

(2020)
R3

(2021)
R4

(2022)

子らとの同居世帯
95,915 人
（44.5%）

94,293 人
（43.2%）

92,586 人
（42.1%）

91,095 人
（41.0%）

89,594 人
（40.0%）

87,876 人
（39.0%）

ひとり暮らし世帯
45,260 人
（21.0%）

47,203 人
（21.6%）

48,942 人
（22.3%）

50,894 人
（22.9%）

52,514 人
（23.4%）

54,235 人
（24.1%）

高齢者世帯
74,346 人
（34.5%）

76,691 人
（35.1%）

78,285 人
（35.6%）

80,349 人
（36.1%）

81,908 人
（36.6%）

83,043 人
（36.9%）

計 215,521 人 218,187 人 219,813 人 222,238 人 224,016 人 225,154 人

各年10月1日時点住民基本台帳数値

平成29年（2017年）
子らとの
同居世帯
44.5%高齢者世帯

34.5%

ひとり暮らし世帯
21.0%

令和4年（2022年）
子らとの
同居世帯
39.0%高齢者世帯

36.9%

ひとり暮らし世帯
24.1%



浜松市における高齢者人口の推移
（単位：人、％） 

区　分
R1 R2 R3 R4 R5 R7 R22

（2019） （2020） （2021） （2022） （2023） （2025） （2040）
(1) 総人口 802,856 800,760 796,829 795,786 793,098 787,057 729,983
(2) 高齢者人口 219,813 222,338 224,016 224,643 225,806 227,307 239,419

① 65 ～ 74 歳 106,052 106,927 108,201 105,363 101,486 95,227 107,794
② 75 歳以上 113,761 115,411 115,815 119,280 124,320 132,080 131,625

(3) 高齢化率 27.4 27.8 28.1 28.2 28.5 28.9 32.8
(4) 75 歳以上人口比率 14.2 14.4 14.5 15.0 15.7 16.8 18.0

※各年10月1日現在住民基本台帳数値、2022年以降はコーホート変化率法による推計値（令和3年時点）
　（高齢者福祉課試算）
※高齢化率…総人口に占める65 歳以上人口の割合

浜松市における区別高齢者人口

区　分 総人口
高齢者人口

高齢化率
65 ～ 74 歳 75 歳以上

浜松市
男 396,947 100,461 53,164 47,297 25.3%
女 399,882 123,555 55,037 68,518 30.9%
計 796,829 224,016 108,201 115,815 28.1%

中区
男 116,997 27,961 14,993 12,968 23.9%
女 119,089 35,431 15,605 19,826 29.8%
計 236,086 63,392 30,598 32,794 26.9%

東区
男 65,267 15,346 7,983 7,363 23.5%
女 64,985 18,592 8,336 10,256 28.6%
計 130,252 33,938 16,319 17,619 26.1%

西区
男 54,224 13,953 7,323 6,630 25.7%
女 54,618 17,111 7,729 9,382 31.3%
計 108,842 31,064 15,052 16,012 28.5%

南区
男 51,586 12,666 6,493 6,173 24.6%
女 50,588 15,471 6,901 8,570 30.6%
計 102,174 28,137 13,394 14,743 27.5%

北区
男 46,002 12,786 7,049 5,737 27.8%
女 46,724 15,545 7,110 8,435 33.3%
計 92,726 28,331 14,159 14,172 30.6%

浜北区
男 49,790 12,237 6,539 5,698 24.6%
女 50,000 14,511 6,816 7,695 29.0%
計 99,790 26,748 13,355 13,393 26.8%

天竜区
男 13,081 5,512 2,784 2,728 42.1%
女 13,878 6,894 2,540 4,354 49.7%
計 26,959 12,406 5,324 7,082 46.0%

令和 3 年 10 月1日時点住民基本台帳数値
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区　分
R2

(2020)
R3

(2021)
R4

(2022)
R5

(2023)
R6

(2024)
R7

(2025)
R22

(2040)
⑴ 総人口 800,760 796,829 793,615 793,098 790,163 787,057 729,983
⑵ 高齢者人口 222,338 224,016 225,154 225,806 226,861 227,307 239,419

① 65 ～ 74 歳 106,927 108,201 105,561 101,486 98,076 95,227 107,794
② 75 歳以上 115,411 115,815 119,593 124,320 128,785 132,080 131,625

⑶ 高齢化率 27.8 28.1 28.4 28.5 28.7 28.9 32.8
⑷ 75 歳以上人口比率 14.4 14.5 15.1 15.7 16.3 16.8 18.0

区　分 総人口
高齢者人口

高齢化率
65 ～ 74 歳 75 歳以上

浜松市
男 395,476 101,025 51,811 49,214 25.5%
女 398,139 124,129 53,750 70,379 31.2%
計 793,615 225,154 105,561 119,593 28.4%

中区
男 116,873 28,229 14,784 13,445 24.2%
女 118,839 35,639 15,311 20,328 30.0%
計 235,712 63,868 30,095 33,773 27.1%

東区
男 65,076 15,406 7,733 7,673 23.7%
女 64,784 18,668 8,050 10,618 28.8%
計 129,860 34,074 15,783 18,291 26.2%

西区
男 53,772 14,051 7,104 6,947 26.1%
女 54,345 17,238 7,544 9,694 31.7%
計 108,117 31,289 14,648 16,641 28.9%

南区
男 51,366 12,664 6,241 6,423 24.7%
女 50,274 15,462 6,658 8,804 30.8%
計 101,640 28,126 12,899 15,227 27.7%

北区
男 45,823 12,870 6,847 6,023 28.1%
女 46,447 15,683 6,996 8,687 33.8%
計 92,270 28,553 13,843 14,710 30.9%

浜北区
男 49,738 12,314 6,361 5,953 24.8%
女 49,910 14,619 6,672 7,947 29.3%
計 99,648 26,933 13,033 13,900 27.0%

天竜区
男 12,828 5,491 2,741 2,750 42.8%
女 13,540 6,820 2,519 4,301 50.4%
計 26,368 12,311 5,260 7,051 46.7%

令和4年10月1日時点住民基本台帳数値

2023 2

（単位：人、％）



障害者福祉施設、児童福祉施設、保育施設、ふれあい交流センター等での
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※自己負担額等の確認のため、ポイント交換には領収書及び医療費明細書等の受診日、健診
内容、自己負担額のわかる書類が必要になります。

・上限1日1ポイント（年間25ポイント）

FAX：053-452-9218

FAX：053-458-4885
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053-457-7011

053-457-7011

■参 加 方 法：電話でボランティア登録研修会にお申し込みください。研修日程は浜松市及び	
浜松市社会福祉協議会のホームページ等に掲載しています。オンラインでも
受講できます。



　市内に居住する、シニアクラブ会員を中心とした高齢者の日頃の趣味の成果を発表する場として、年1
回作品展を開催します。
■開 催 期 間：令和4年11月17日（木）～21日（月）
■表 彰 式：令和4年11月21日（月）
■開 催 場 所：浜松市福祉交流センター
■開 催 内 容：絵画、彫刻、書、写真、手工芸
【問い合わせ先】各区役所長寿保険課（33ページ参照）

高齢者の作品展

33

33

年齢 対象となる生年月日 贈呈金品

88 歳 昭和 9 年 4 月 2 日～昭和 10 年 4 月 1 日出生 10,000 円

100 歳 大正 11 年 4 月 2 日～大正 12 年 4 月 1 日出生 30,000 円、額入り寿詞
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令和5年11月16日（木）～20日（月）
令和5年11月20日（月）

募 集 作 品

年齢 対象となる生年月日 贈呈金品
88 歳 昭和 10 年 4 月 2 日～昭和 11 年 4 月 1 日出生 10,000 円
100 歳 大正 12 年 4 月 2 日～大正 13 年 4 月 1 日出生 30,000 円、額入り寿詞



■全国健康福祉祭とは
　「ねんりんピック」の愛称で親しまれ、60歳以上の高齢者を中心とした、スポーツ・文化・芸術や健康と
福祉の総合的な祭典です。
　高齢者をはじめ、様々な世代が参加し、「自立」と「支え合い」の精神を持って、健康で心ふれあう“安
心社会”づくりを目指しており、旧厚生省設立50周年を記念して昭和63年に第1回大会が兵庫県で開
催されて以降、毎年、各都道府県持ち回りで開催されています。
　令和4年に開催される「かながわ大会」は、第34回大会となります。

■大会の概要
（1）名　　　　称：第34回全国健康福祉祭神奈川・横浜・川崎・相模原大会
（2）愛　　　　称：ねんりんピックかながわ 2022
（3）主　　　　催：厚生労働省・神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市・
 一般財団法人長寿社会開発センター

（4）会　　　　期：令和 4年11月12日（土）から11月15日（火）までの4日間
（5）開 催 種 目：32種目
（6）テ ー マ：神奈川に　咲かせ長寿の　いい笑顔　～未病改善でスマイル100歳～
（7）参加予定人員：延べ約 60 万人（観客含む。）

33

区　　分 種　　　　　　目

スポーツ文化交流
大会 

（10 種目）

卓球 テニス
ソフトテニス ソフトボール
ゲートボール ペタンク
ゴルフ マラソン
弓道 剣道

ふれあい 
スポーツ交流大会 

（18 種目）

水泳 グラウンド・ゴルフ
オリエンテーリング ラグビーフットボール
サッカー ソフトバレーボール
なぎなた ウォークラリー
太極拳 軟式野球
ターゲット・バードゴルフ バウンドテニス
ダンススポーツ パークゴルフ
インディアカ スポーツウエルネス吹矢
サーフィン スポーツチャンバラ

文化交流大会 
（4 種目）

囲碁 将棋
俳句 健康マージャン
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令和5年に開催される「えひめ大会」は、第35回大会になります。

第35回全国健康福祉祭えひめ大会
ねんりんピック愛

えがお

顔のえひめ2023
厚生労働省・愛媛県・
一般財団法人長寿社会開発センター
令和5年10月28日（土）から10月31日（火）までの4日間
29種目
ねんりんを　重ねた愛

えがお

顔　伊予に咲く
延べ約50万人

区　　分 種　　　目

スポーツ文化交流
大会 

（10 種目）

卓球 テニス
ソフトテニス ソフトボール
ゲートボール ペタンク
ゴルフ マラソン
弓道 剣道

ふれあい 
スポーツ交流大会 

（15 種目）

ウォークラリー グラウンド・ゴルフ
ラグビーフットボール 水泳
サッカー ソフトバレーボール
サイクリング 太極拳
軟式野球 バウンドテニス
スポーツウエルネス吹矢 ダンススポーツ
インディアカ カローリング
バドミントン

文化交流大会 
（4 種目）

囲碁 将棋
俳句 健康マージャン

【問い合わせ先】高齢者福祉課（33ページ参照）



■業務内容：屋外作業（除草・清掃・作物の収穫・駐車場整理）、屋内作業（事務・清掃・施設
　　　　　　管理・網戸の張替え）、植木の手入れ、家事の手伝い、子育て支援、宛名書きなど
　　　　　　※地域によって作業及び内容が異なりますので、詳しくは各事務所等へご相談ください。

特別障害者手当の支給

　著しい重度の障がいのため日常生活において常時特別の介護を必要とする人に、手当を支給し
ます。障害者手帳を持っていない人でも支給の対象となる場合があります。詳細は、問い合わせ
先にご相談ください。

■手当額：月額27,980円（令和5年4月現在）

【問い合わせ先】中区社会福祉課 　電話 053-457-2057　　東区社会福祉課 　電話 053-424-0176
 西区社会福祉課 　電話 053-597-1159　　南区社会福祉課　 電話 053-425-1485  
 北区社会福祉課 　電話 053-523-2898　　浜北区社会福祉課 電話 053-585-1697
 天竜区社会福祉課 電話 053-922-0024



■業務内容：屋外作業（除草・清掃・作物の収穫・駐車場整理）、屋内作業（事務・清掃・施設
　　　　　　管理・網戸の張替え）、植木の手入れ、家事の手伝い、子育て支援、宛名書きなど
　　　　　　※地域によって作業及び内容が異なりますので、詳しくは各事務所等へご相談ください。

特別障害者手当の支給

　著しい重度の障がいのため日常生活において常時特別の介護を必要とする人に、手当を支給し
ます。障害者手帳を持っていない人でも支給の対象となる場合があります。詳細は、問い合わせ
先にご相談ください。

■手当額：月額27,980円（令和5年4月現在）

【問い合わせ先】中区社会福祉課 　電話 053-457-2057　　東区社会福祉課 　電話 053-424-0176
 西区社会福祉課 　電話 053-597-1159　　南区社会福祉課　 電話 053-425-1485  
 北区社会福祉課 　電話 053-523-2898　　浜北区社会福祉課 電話 053-585-1697
 天竜区社会福祉課 電話 053-922-0024



ふれあい交流センター

　高齢者の皆さんの健康増進や生きがいのある生活の維持向上を図るとともに、地域の子育てを支援
する等、高齢者と子どもの世代を超えた交流の場を提供することを目的として、各種相談、教養講座の
開催、レクリエーションの実施など各種サービスを総合的に提供しています。お気軽にご利用ください。

月曜日（こどもの日・敬老の日を除く）
年末年始

ふれあい交流センターいたや

ふれあい交流センター竜西

ふれあい交流センター湖東

ふれあい交流センター湖南

ふれあい交流センター舞阪

ふれあい交流センター陽だまり

ふれあい交流センターつつじ

ふれあい交流センター江之島

ふれあい交流センター可美

ふれあい交流センター青龍

ふれあい交流センター萩原

ふれあい交流センター浜北

日曜日、第２・４土曜日
祝日（こどもの日・敬老の日を除く）
こどもの日・敬老の日の翌日、
年末年始

月曜日（こどもの日・敬老の日を除く）
年末年始

金曜日（こどもの日を除く）、
年末年始

　施設ごとに、実施している事業等が異なります。施設に直接お問い合わせください。
【問い合わせ先】各施設（32ページ参照）

 各区役所長寿保険課（33ページ参照）

■対　象　者：・市内に居住する60歳以上の人
 ・市内に居住する中学生以下の子ども及びその保護者
 ・上記対象者を支援する活動に関わる人　　等
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（※）

（※）

※ふれあい交流センター湖南・江之島について、令和5年度は大規模改修により休館となります。



地域包括支援センター
市HP

浜松市在宅医療・介護連携相談センター（在宅連携センター つむぎ）

33
31

33

33
31

https://www.hmedc.or.jp/tsumugi/
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※大規模改修のため別施設で実施

※大規模改修のため別施設で実施

  災害時避難行動要支援者名簿への登録
　ひとり暮らし高齢者などで災害時に自力で避難することが困難な方の情報を
名簿に記載し、避難支援者に提供しています。名簿登録を希望する場合は、
各区役所長寿保険課にご相談ください。
【問い合わせ先】	 各区役所長寿保険課（33ページ参照）



※大規模改修のため別施設で実施

※大規模改修のため別施設で実施

33
31

33
31

33

■人生会議手帳　配布先：地域包括支援センター（高齢者相談センター）（31ページ参照）
　　　　　　　　　　　　高齢者福祉課・各区役所長寿保険課（33ページ参照）
　　　　　　　　　　　　※市ホームページからもダウンロードできます。

人生会議手帳

　自らが希望する医療やケアを受けるために大切にしていることや望んでいること、どこでどんな医療や
ケアを希望するかを自分自身で元気なうちに前もって考え、周囲の信頼する人たちと話し合い、共有する
ことを『人生会議』といいます。
　浜松市の『人生会議手帳』では、人生会議のきっかけとなるように、自分の思いや希望を書き込むペー
ジや、なぜ考えることが必要なのかなどの情報を掲載しています。

〈人生会議手帳　市HP〉
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カードに記入し



オレンジシール・
オレンジメール

市HP

認知症カフェ
市HP

認証店
市ＨＰ

認知症高齢者等に優しいお店・事業所認証事業

　認知症の人やその家族、地域住民等誰もが気軽に集える場です。浜松
市が認証する認知症カフェ（オレンジカフェ）には、認証ステッカーが掲示して
あり、認知症に関する専門的な知識を持つスタッフが相談に対応します。
※市内の認知症カフェの一覧は、浜松市公式ホームページをご覧ください。

【問い合わせ先】地域包括支援センター（高齢者相談センター）（31ページ参照）
 高齢者福祉課・各区役所長寿保険課（33ページ参照）

　認知症高齢者等に優しい応対や声掛けを実践しているなどの認証要件
を満たすお店や事業所を浜松市が認証しています。認証店には、浜松市が
交付する認証ステッカーが掲示してあり、認知症に対するバリアフリーに取り
組んでいるお店や事業所として安心してご利用いただけます。
※市内の認証店の一覧は、浜松市公式ホームページをご覧ください。

【問い合わせ先】高齢者福祉課（33 ページ参照）

【問い合わせ先】



　ひとり暮らし高齢者などの日常生活の不安を少しでも解消して安心してすみ続けられるように、急病や
思わぬけがに対する万一の備えとしてシステムを貸与します。
※希望者は、包括職員またはケアマネージャーを通して申請します。
※転居等により利用しなくなった場合は、廃止申請をして機器を返却していただきます。
■対 　 象  　者：次のいずれかに該当する人

65歳以上のひとり暮らしで、心疾患や脳血管障害等の循環器系疾患により健康上の
不安がある人（昼間や夜間に高齢者のみとなる世帯を含む）
75歳以上のひとり暮らしの人（昼間や夜間に高齢者のみとなる世帯を含む）
75歳以上の支援が必要な高齢者世帯（昼間や夜間に高齢者のみとなる世帯を含む）

■サービス内容： 緊急通報システムを貸与します。緊急ボタンを押せば、市が委託した事業者（コールセン
ター）につながり、状況に応じてかけつけや救急車の出動要請などを行います。
※防犯目的ではありません。かけつけ業者は、介護･医療行為はできません。

■利 　 用 　 料：市民税非課税世帯の人は無料です。
市民税課税世帯の人は毎月1,030円を負担していただきます。
通話料と通信テスト料は、利用者の実費負担となります。
※電話回線によっては取り付けが出来ない場合がありますので、事前にご相談ください。

【問い合わせ先】 地域包括支援センター（高齢者相談センター）（31ページ参照）
各区役所長寿保険課（33ページ参照）

65歳以上の介護保険の要介護･要支援認定を受けていない人で、心身の状況により
在宅生活が困難な人
養護老人ホーム→1日につき2,110円

※要介護認定を受けていない場合、年末の状態について訪問調査を行いますので、年末までにご連絡ください。

や

　ひとり暮らしの高齢者及び高齢者世帯の人に、食事をお届けすることにより、食生活の改善を行うととも
に安否の確認をします。

オレンジシール・
オレンジメール

市HP

認知症カフェ
市HP

認証店
市ＨＰ

認知症高齢者等に優しいお店・事業所認証事業

　認知症の人やその家族、地域住民等誰もが気軽に集える場です。浜松
市が認証する認知症カフェ（オレンジカフェ）には、認証ステッカーが掲示して
あり、認知症に関する専門的な知識を持つスタッフが相談に対応します。
※市内の認知症カフェの一覧は、浜松市公式ホームページをご覧ください。

【問い合わせ先】地域包括支援センター（高齢者相談センター）（31ページ参照）
 高齢者福祉課・各区役所長寿保険課（33ページ参照）

　認知症高齢者等に優しい応対や声掛けを実践しているなどの認証要件
を満たすお店や事業所を浜松市が認証しています。認証店には、浜松市が
交付する認証ステッカーが掲示してあり、認知症に対するバリアフリーに取り
組んでいるお店や事業所として安心してご利用いただけます。
※市内の認証店の一覧は、浜松市公式ホームページをご覧ください。

【問い合わせ先】高齢者福祉課（33 ページ参照）

【問い合わせ先】

0120-123-921

月・木・土・日　午前10時～午後3時（祝日及び年末年始は除く）

上記グループに所属されていない人等を対象とした講座を区役所等で開催しています。
（日時、会場については高齢者福祉課までお問い合わせください。）


